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(57)【要約】
　導電性材料からなり、消化管、気管気管支系又はその
他の中腔臓器内に留置されたステントを内視鏡下制御に
より短縮化及び/又は断片化する器械及び方法を提供す
る。この器械は、ステントの1以上のワイヤにHF電流導
通し且つ/又は電極と1以上のワイヤの間に電気アークを
形成する為の電極を有する電極器を備える。この器械及
び方法を用いて、適用部位に隣接する組織及び適用部位
から離れた組織の、電流及び/又は熱による損傷を最小
限に抑えることを目的とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
導電性材料で構成され、消化管、気管気管支系又はその他の中腔臓器内に留置されたステ
ント(60)を内視鏡下制御により短縮化及び/又は断片化する器械(10)であって、
　前記ステント(60)の1以上のワイヤ(61)にHF電流を導通し且つ/又は電極(21)と1以上の
ワイヤ(61)との間に電気アークを形成する為の電極(21)を有する電極器と、
　HF電流導通時及び/又は電気アーク形成時に、消化管、気管気管支系又はその他の中腔
臓器の組織からワイヤ(61)を分離及び/又は隔離するように構成されるとともに、前記電
極器に機械的に接続される保安器(25)とを備えたことを特徴とする器械（10）。
【請求項２】
電極器が、電極(21)とワイヤ(61)を接触させることで、HF電流を用いてワイヤ(61)を直接
加熱できるように構成されている請求項1に記載の器械。
【請求項３】
電極器が、電極(21)とワイヤ(61)の間に電気アークを形成することにより、ワイヤ(61)を
間接加熱できるように構成されている請求項1又は２、特に請求項1に記載の器械。
【請求項４】
器械(10)が、剛性又は可撓性のシャフト又はカテーテル(13)を備え、
　シャフト又はカテーテル(13)をステント(60)まで直接或いは剛性又は可撓性の内視鏡(7
0)の器械用チャンネル(71)を通して案内することができる請求項１～３の何れかに記載の
器械。
【請求項５】
少なくとも電極器と保安器(25)が、エフェクタ(20)として器械(10)の先端部(11)に配設さ
れていることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の器械。
【請求項６】
器械(10)を操作する為のハンドル(40)が、器械(10)の基端部(12)に形成されている請求項
１～５の何れかに記載の器械。
【請求項７】
シャフト又はカテーテル(13)がチューブ又はホースとして構成され、それぞれ流体特にガ
ス及び/又は液体を電極(21)及び/又は中腔臓器内に送り込む為の供給装置としての内腔部
(14)を有する請求項１～６の何れか、特に請求項４～６の何れかに記載の器械。
【請求項８】
電極(21)及び/又は電極器或いはエフェクタ(20)全体が、送り込まれる流体により冷却で
きるように、供給装置(14)が電極(21)に対して、特にそれを取り囲むように配設されてい
る請求項１～７の何れか、特に請求項７に記載の器械。
【請求項９】
ワイヤの加熱が保護雰囲気中で行われるように、保護ガス及び/又は不活性ガス、特にア
ルゴンを流体として供給装置(14)から送り込むことができる請求項１～８の何れか、特に
請求項７又は８に記載の器械。
【請求項１０】
HF電流を生成する為にHF発電器(42)が設けられ、電流路がHF発電器(42)から電流供給器(4
3)を介して電極(21)に至り、中性電極(50)と帰電流器を介してHF発電器(42)に戻る請求項
１～９の何れかに記載の器械。
【請求項１１】
電流供給器(43)が、シャフト又はカテーテル(13)及び/又はハンドル(40)に対して、固定
的或いは取り外し可能に連結されているか又は連結可能に構成されている請求項１～１０
の何れか、特に請求項１０に記載の器械。
【請求項１２】
電極(21)が、耐高熱材料、好ましくはタングステンからなる請求項１～１１の何れかに記
載の器械。
【請求項１３】
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保安器(25)が、器械(10)又はエフェクタ(20)の先端部(11)に形成されている請求項１～１
２の何れかに記載の器械。
【請求項１４】
保安器(25)が、電気絶縁性である請求項１～１３の何れかに記載の器械。
【請求項１５】
保安器(25)が、耐熱性及び耐電気アーク性を有する材料からなる請求項１～１４の何れか
に記載の器械。
【請求項１６】
エフェクタ(20)が、電極(21)を保持する為のスリーブ又はホルダー(24)を備えている請求
項１～１５の何れか、特に請求項５～１５の何れかに記載の器械。
【請求項１７】
保安器(25)が、電極(21)を保持する為のホルダー(24)に固定的に、特にそれと一体的に連
結されている請求項１～１６の何れか、特に請求項１６に記載の器械。
【請求項１８】
保安器(25)が、ワイヤ(61)を少なくとも保安器(25)内に取り上げ且つ/又はワイヤ(61)を
組織から分離及び/又は隔離するデバイス(27,28,27')を備えている請求項１～１７の何れ
かに記載の器械。
【請求項１９】
デバイス(27,28,27')が、複数のワイヤ(61)を同時に取り上げ且つ/又は組織から分離及び
/又は隔離することができるように構成されている請求項１～１８の何れか、特に請求項
１８に記載の器械。
【請求項２０】
デバイス(27)が、当該デバイス(27)を器械(10)の軸方向(E)に略直進させて、1以上のワイ
ヤ(61)の下に押し込む又は引き込むことができるように、スプーン状、指状或いはへら状
に形成されている請求項１～１９の何れか、特に請求項１８又は１９に記載の器械。
【請求項２１】
デバイス(28)が、当該デバイス(27)を捻ったり、回したりして1以上のワイヤ(61)の下に
ねじ込む及び/又は押し込むことができるように、螺子状又はコルクスクリュー状に形成
されている請求項１～２０の何れか、特に請求項１８～２０の何れかに記載の器械。
【請求項２２】
ワイヤ(61)が電極(21,23)から所定の間隔(d)を隔てて保持されるように、保安器(25)が構
成され且つ電極(21)に対して配設されている請求項１～２１の何れかに記載の器械。
【請求項２３】
電気アークを形成する為の間隔(d)が電極(21,23)と取り上げられたワイヤ(61)との間に設
けられるように、保安器(25)が構成されている請求項１～２２の何れか、特に請求項２２
に記載の器械。
【請求項２４】
器械が前方に押されたとき及び/又はデバイス及び/又は器械が押されるか回転させられた
ときに、ワイヤ(61)がガイド(26)内に滑り込んで固定されるように構成されたガイド(26)
を、保安器(25)が1以上備えている請求項１～２３の何れかに記載の器械。
【請求項２５】
ガイド(26)が1以上のノッチとして形成され、ワイヤ(61)が当該ノッチ内に収容されるよ
うになっている請求項１～２４の何れか、特に請求項２４に記載の器械。
【請求項２６】
取り込まれたワイヤ(61)が電極(21,23)から所定の間隔(d)を隔てて保持できるように、ガ
イド(26)が構成されている請求項１～２５の何れか、特に請求項２４又は２５に記載の器
械。
【請求項２７】
エフェクタ(20)の1以上の部分領域を制御下に移動させることができるように、器械が1以
上の移動器(29)を有する構成とされている請求項１～２６の何れか、特に請求項５～２６
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の何れかに記載の器械。
【請求項２８】
移動器(29)が、エフェクタ(20)の1以上の部分領域を移動させる為の弾性変形可能なデバ
イス(30)を備えている請求項１～２７の何れか、特に請求項２７に記載の器械。
【請求項２９】
弾性変形可能なデバイス(30)が、蛇腹として形成されている請求項１～２８の何れか、特
に請求項２８に記載の器械。
【請求項３０】
移動器(29)がマニピュレータ(31)を備え、マニピュレータ(31)の駆動時に、弾性変形可能
なデバイス(30)を介してエフェクタ(20)の1以上の部分領域を移動させることができるよ
うに、マニピュレータ(31)がエフェクタ(20)に連結されている請求項１～２９の何れか、
特に請求項２７～２９の何れかに記載の器械。
【請求項３１】
マニピュレータ(31)がケーブル要素又はロッド要素として形成されている請求項１～３０
の何れか、特に請求項３０に記載の器械。
【請求項３２】
保安器(25)が、ワイヤ(61)、ステント断片又はステント(60)を固く保持する為の保持器(3
2)を備えている請求項１～３１の何れかに記載の器械。
【請求項３３】
保持器(32)が1以上の顎部として形成されている請求項１～３２の何れか、特に請求項３
２に記載の器械。
【請求項３４】
保持器(32)が複数の顎部を備え、これらの顎部がワイヤ(61)、ステント断片又はステント
(60)を確実に取り込む為に、保安器(25)に等間隔に配設されている請求項１～３３の何れ
か、特に請求項３２又は３３に記載の器械。
【請求項３５】
保持器(32)がデバイス(27,28)に形成されている請求項１～３４の何れか、特に請求項３
２～３４の何れかに記載の器械。
【請求項３６】
保持器(32)が、ワイヤ(61)、ステント断片又はステント(60)を移動させる為に移動可能に
構成されている請求項１～３５の何れか、特に請求項３２～３５の何れかに記載の器械。
【請求項３７】
ステント断片又はステント(60)が保持器を用いて、中腔臓器から抜去できるように、保持
器(32)が構成されている請求項１～３６の何れか、特に請求項３２～３６の何れかに記載
の器械。
【請求項３８】
ワイヤを取り上げ且つ/又は分離及び/又は隔離するデバイス(27')が、シャフト又はカテ
ーテルに対して相対移動できるように構成されている請求項１～３７の何れか、特に請求
項１８～３７の何れかに記載の器械。
【請求項３９】
デバイス(27')が、器械(10)に配設されたガイド器(33)内を移動できるように構成されて
いる請求項１～３８の何れか、特に請求項３８に記載の器械。
【請求項４０】
弾性導電性材料からなり消化管、気管気管支系又はその他の中腔臓器内に留置されたステ
ント(60)を、電極(21)を有する電極器と、電極器に機械的に連結された保安器(25)とを備
えた器械 (10)を用いて内視鏡下制御により短縮化及び/又は断片化する方法であって、
　a) 前記器械 (10)を中腔臓器内のステント(60)の所まで導入する工程と、
　b) HF電流を電極(21)を介してワイヤ(61)に導通できるようにし且つ/又は電気アークが
電極(21)と1以上のワイヤ(61)との間に形成できるようにする為に、1以上のワイヤ(61)と
消化管、気管気管支系又はその他の中腔臓器の組織の間に保安器(25)を押し込むか或いは
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ねじ込んで1以上のワイヤ(61)を少なくとも電極(21)近辺に保安器(25)を介して配置する
ことにより、1以上のワイヤ(61)を組織から分離及び/又は隔離する工程と、
　c) HF電流を電極(21)を介して1以上のワイヤ(61)に導通し且つ/又は電気アークを電極(
21)と1以上のワイヤ(61)との間に形成し、ワイヤを加熱溶融することによりワイヤ(61)を
分割する工程と、
　d) 工程b)及びc)を繰り返してステント(60)を短縮化及び/又は断片化する工程とを含む
ことを特徴とする方法。
【請求項４１】
器械を用いて、ステント断片又はステント(60)を消化管、気管気管支系又はその他の中腔
臓器から抜去する工程を更に含む請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
ワイヤ(61)を直接加熱する為に、電極(21)とワイヤ(61)とを接触させてHF電流をワイヤ(6
1)に導通する請求項４０又は４１に記載の方法。
【請求項４３】
ワイヤ(61)を間接加熱する為に、電気アークを電極(21)とワイヤ(61)との間に形成する請
求項４０～４２の何れか、特に請求項４０又は４１に記載の方法。
【請求項４４】
器械(10)が剛性又は可撓性のシャフト又はカテーテル(13)を備え、
シャフト又はカテーテル(13)が、ステント(60)まで直接案内されるか、或いは、剛性又は
可撓性の内視鏡(70)の器械用チャンネル(71)を通して案内される請求項４０～４３の何れ
かに記載の方法。
【請求項４５】
少なくとも電極器と保安器(25)とを配設することにより、エフェクタ(20)が形成される請
求項４０～４４の何れかに記載の方法。
【請求項４６】
器械を操作する為のハンドル(40)を基端部(12)に備える器械を使用する請求項４０～４５
の何れかに記載の方法。
【請求項４７】
流体、特に気体及び/又は液体を、供給装置(14)として構成されたシャフト又はカテーテ
ル(13)の内腔部を介して、電極及び/又は中腔臓器に送り込む請求項４０～４６の何れか
に記載の方法。
【請求項４８】
流体を供給装置(14)を介して送り込み、電極(21)及び/又は電極器或いはエフェクタ(20)
全体が送り込まれた流体により冷却されるようにする請求項４０～４７の何れか、特に請
求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
ワイヤ(61)が保護ガス雰囲気中で加熱されるように、送り込まれる流体が保護ガス及び/
又は特にアルゴン等の不活性ガスである請求項４０～４８の何れか、特に請求項４７又は
４８に記載の方法。
【請求項５０】
HF発電器(42)を使ってHF電流を生成し、
　電流路がHF発電器(42)から電流供給器(43)を介して電極(21)に至り、中性電極(50)と帰
電流器を介してHF発電器(42)に戻る請求項４０～４９の何れかに記載の方法。
【請求項５１】
電流供給器(43)が、シャフト又はカテーテル(13)に及び/又はハンドル(40)に、固定的又
は取り外し可能に連結されるか又は連結可能である請求項４０～５０の何れか、特に請求
項５０に記載の方法。
【請求項５２】
耐高熱材料、好ましくはタングステンからなる電極(21)が使用される請求項４０～５１に
記載の方法。
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【請求項５３】
保安器(25)が、器械(10)又はエフェクタ(20)の先端部(11)に形成されている器械(10)が使
用される請求項４０～５２の何れか、特に請求項４５～５２の何れかに記載の方法。
【請求項５４】
保安器(25)が電気絶縁構成とされ且つ/又は耐熱性及び耐電気アーク性を有する材料から
なる請求項４０～５３の何れかに記載の方法。
【請求項５５】
エフェクタ(20)が、電極(21)を保持する為のスリーブ又はホルダー(24)を備える器械(10)
を使用する請求項４０～５４の何れか、特に請求項４５～５４の何れかに記載の方法。
【請求項５６】
保安器(25)が、スプーン状、指状又はへら状に形成されたデバイス(27)を備え、デバイス
(27)を器械(10)の軸方向Eに略直進させてワイヤ(61)の下に押し込むか又は引き込み、そ
してワイヤを保安器(25)内に取り上げ且つ/又は組織から分離及び/又は隔離する請求項４
０～５５の何れかに記載の方法。
【請求項５７】
保安器(25)が、スクリュー状又はコルクスクリュー状のデバイス(28)を備え、デバイス(2
8)を捻ったり回したりしてワイヤ(61)の下にねじ込み、そしてワイヤを保安器(25)内に取
り上げ且つ/又は組織から分離及び/又は隔離する請求項４０～５６の何れかに記載の方法
。
【請求項５８】
デバイス(27,28,27')を用いて、複数のワイヤ(61)を同時に取り上げ且つ/又は組織から分
離及び/又は隔離する請求項４０～５７の何れか、特に請求項５６又は５７に記載の方法
。
【請求項５９】
取り上げられ且つ/又は組織から分離及び/又は隔離されたワイヤ(61)が、前記保安器(25)
により、電極(21,23)から所定の間隔(d)を隔てて保持される器械(10)が使用される請求項
４０～５８の何れか、特に請求項５６～５８の何れかに記載の方法。
【請求項６０】
器械(10)を押し当て且つ/又はデバイス及び/又は器械を押し込み且つ/又は回転させて、
ワイヤ(61)が1以上のガイド(26)内、特に保安器(25)に形成された1以上のノッチ内に滑り
込んで固定されるようにする請求項４０～５９の何れかに記載の方法。
【請求項６１】
取り上げられ且つ/又は組織から分離及び/又は隔離されたワイヤ(61)が、ガイド(26)によ
り、電極(21,23)から所定の間隔(d)を隔てて保持される器械(10)が使用される請求項４０
～６０の何れか、特に請求項６０に記載の方法。
【請求項６２】
器械(10)に形成された移動器(29)により、少なくともエフェクタ(20)の部分領域を制御下
に移動させる請求項４０～６１の何れか、特に請求項４５～６１の何れかに記載の方法。
【請求項６３】
移動器(29)が弾性変形可能なデバイス(30)、好ましくは蛇腹部を備え、エフェクタ(20)の
1以上の部分領域を弾性変形可能なデバイス(30)により移動させる請求項４０～６２の何
れか、特に請求項６２に記載の方法。
【請求項６４】
移動器(29)が、エフェクタ(20)に連結されたマニピュレータ(31)、好ましくはケーブル要
素又はロッド要素を備え、マニピュレータ(31)を駆動することにより弾性変形可能なデバ
イス(30)を介して、エフェクタ(20)の1以上の部分領域を移動させる請求項４０～６３の
何れか、特に請求項６２又は６３に記載の方法。
【請求項６５】
ワイヤ(61)、ステント断片又はステント(60)が、保安器(25)に形成された保持器(32)によ
り固く保持される請求項４０～６４の何れかに記載の方法。
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【請求項６６】
ワイヤ(61)、ステント断片又はステント(60)が、保持器(32)としての1以上の顎部により
固く保持される請求項４０～６５の何れか、特に請求項６５に記載の方法。
【請求項６７】
ワイヤ(61)、ステント断片又はステント(60)を確実に収容する為に、保持器(32)としての
複数の顎部が保安器に等間隔に配設され、ワイヤ(61)、ステント断片又はステント(60)が
複数の顎部により確実に保持される請求項４０～６６の何れか、特に請求項６５又は６６
に記載の方法。
【請求項６８】
保持器(32)がデバイス(27,28)に形成されている器械(10)を使用する請求項４０～６７の
何れか、特に請求項６５～６７の何れかに記載の方法。
【請求項６９】
ワイヤ(61)、ステント断片又はステント(60)が、ワイヤ(61)、ステント断片又はステント
(60)を移動させる為の可動保持器(32)により固く保持される請求項４０～６８の何れか、
特に請求項６５～６８の何れかに記載の方法。
【請求項７０】
ワイヤ(61)、ステント断片又はステント(60)が、保持器(32)により中腔臓器から抜去され
る請求項４０～６９の何れか、特に請求項６５～６９の何れかに記載の方法。
【請求項７１】
ワイヤを取り上げ且つ/又は分離及び/又は隔離するデバイス(27')が、シャフト又はカテ
ーテルに対して相対移動するように構成される器械(10)を使用する請求項４０～７０の何
れか、特に請求項５６～７０の何れかに記載の方法。
【請求項７２】
デバイス(27')が、器械(10)に配設されたガイド器(33)内を移動する請求項４０～７１の
何れか、特に請求項７１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、消化管、気管気管支系又はその他の中腔臓器内に留置されたステントを内視鏡
下制御により短縮化及び/又は断片化する器械に関する。
【背景技術】
【０００２】
ステントは本来弾性チューブからなり、その壁面は特殊な金属ワイヤメッシュでつくられ
る。ワイヤメッシュは、金属ワイヤを各編み目サイズに、例えばメッシュ状に編み組んだ
り編んだりしたものである。
【０００３】
ステントの使用範囲は、狭窄腫瘍や瘢痕組織の一時的な治療用、吻合不全やろう孔等の被
覆又は閉鎖用、消化管や気管気管支系における壊死洞等の閉鎖用として益々拡大している
。ステントはこれらの治療例において好適に使用されている。ステントが適正に埋め込ま
れると、ステントは問題となっている中腔臓器における固体、液体及び/又は気体物質の
通過を確保する為に、その弾性力の増減により、各臓器壁面に密着する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ステントの埋め込みが不適切であったり、ステントが埋め込み時又は埋め込み後に損傷し
たり、又は何らかの理由で不完全であったりすると、当該ステントの短縮化及び/又はス
テント全体の抜去が必要になる場合がある。こうなると厄介である。というのは、ステン
トの利点つまり臓器壁面にしっかりと摩擦固定できるということが、抜去の妨げとなるか
らである。特に厄介なのは、ステントが中腔臓器の湾曲部に留置され且つ/又は変形して
いる場合や、腫瘍やその他の組織が外部からステントメッシュ内部に侵襲している場合の
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ステントの抜去である。
【０００５】
以前は、消化管や気管気管支系やその他の領域におけるステントの短縮化及び/又は完全
抜去の為の特別な方法や器械がなかった。短縮化については、これ以上に良い方法や器械
がないということで、従来は、短縮化又は断片化に適した部位でステントの金属ワイヤを
その溶融点まで加熱することにより分割する加熱法を用いていた。このために、内視鏡下
に使用可能なレーザー、特にNd:YAGレーザーやアルゴンプラズマが使用されている。しか
しながら、従来の内視鏡下に使用可能なNd:YAGレーザーやアルゴンレーザーのアプリケー
ターは、熱止血法及び/又は熱除活法、熱凝固法や熱乾燥法用に設計されたものであり、
金属ワイヤを溶融する為の設計ではない。どちらの方法も、照射部位に隣接する組織及び
/又は照射部位から離れた組織に予期せぬ熱損傷を及ぼす可能性がある。更に、Nd:YAGレ
ーザーの使用はコスト高でもあり、広範な安全規定を遵守する必要がある。
【０００６】
本発明の目的は、消化管、気管気管支系又はその他の中腔臓器内に留置されたステントを
短縮化及び/又は断片化する為の、内視鏡下に使用可能な器械及び方法であって、その器
械や方法の適用部位に隣接する組織及び/又は適応部位から離れた組織への損傷を可及的
に回避する器械及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本目的は、請求項１に記載の器械及び請求項４０に記載の方法により達成される。
装置の観点から見て、本目的は特に、導電性材料からなり、消化管、気管気管支系又はそ
の他の中腔臓器内に留置されたステントを内視鏡下制御により短縮化及び/又は断片化す
る器械を以って達成される。この器械は、ステントの1以上のワイヤにHF電流を導通し且
つ/又は電極と1以上のワイヤの間に電気アークを形成する電極を有する電極器を備える。
更に、保安器も設けられる。この保安器は、電極器に機械的に連結されると共に、HF電流
の導通時及び/又は電気アークの形成時に、ワイヤの下又は周囲にある消化管、気管気管
支系又はその他の中腔臓器の組織からワイヤを分離及び/又は隔離することができるよう
に構成される。
【０００８】
本発明の重要な点は以下にある。単一の器械とそれに相応する方法により、ステントの個
々のワイヤ（又は少数本のワイヤセット）が隣接する組織から分離されるので、HF電流を
導通するとき及び/又は電気アークを形成するときに、組織による冷却がなく、組織の損
傷を少なくとも最小限に止められる。
【０００９】
この器械の先端には活性電極を備える電極器が配設される。電極器は、ステントワイヤを
直接加熱する場合はステントワイヤに接触し、ステントワイヤを間接加熱する場合は、間
接加熱に必要な電気アークを発生させる為にこれらのステントワイヤから離される。この
ように、金属製ステントワイヤを電熱加熱するには、直接加熱つまりワイヤの内部から加
熱する電流をワイヤに流す必要があり、又、追加的若しくは徹底的にワイヤの外側から間
接加熱する電気アークはワイヤの方に指向する必要がある。特にアークの場合、生成され
た熱はワイヤの加熱に使用される。直接加熱は、電極とワイヤを直接接触させて行われる
。
【００１０】
安全上の理由から、高周波交流電流を生成する電気外科装置用発電器を、電気エネルギー
源として使用するのが好適である。
【００１１】
ワイヤを直接加熱するには、比較的大電流が必要とされる。比較的大電流とは、一般に電
気外科装置に使用される発電器の通常の最大電流と比べて高いということである。単極装
置の使用に関しては、電流が常に導線の接点から両方向に流れる、つまり接点から各ワイ
ヤを通って戻ってくるように注意しなければならない。
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【００１２】
単極装置の使用時に、使用する方法が原因で、ステントワイヤを流れる電流がステントと
隣接組織の間にも流れることがある。ステントと隣接組織との接触面積が小さく、且つ/
又は電流が強い場合には、その領域を流れる電流が隣接組織に熱損傷を与える可能性があ
る。このリスクは、同時に電流を供給するステントワイヤの数が多いほど大きくなる。
【００１３】
　一度にあまりにも多くのステントワイヤに電流を供給しないようにする為に、本発明の
器械は、一度に一定数のステントワイヤにしか電流を供給しない、好ましくは一本のワイ
ヤにしか電流を供給しないように構成される。この条件は、使用できる電流が、数本のワ
イヤを同時に溶融させるのに必要な電流より低い場合であっても、遵守しなければならな
い。
【００１４】
本発明の器械を適正使用する際の、発電器にかかる負荷インピーダンス（これは、単極テ
クニックで一般に活性電極・中性電極間で測定される）が、比較的小さいので、電気外科
装置の発電器が低負荷インピーダンスの施術に適する筈である。電気外科装置の発電器に
は、短絡保護を設ける必要がある。即ち、活性電極と中性電極の間に短絡が生じたとして
も、発電器に損傷が生じたり、或いは完全に故障するようなことはないが、この短絡保護
は、大抵の電気外科装置の発電器に搭載されており、短絡発生時や負荷インピーダンスが
規定の最小値以下になった場合に、発電器が自動停止するようになっている。本発明の装
置の電力源となる発電器は、負荷インピーダンスが最低になっても（このようなことは本
発明の器械の使用時に起こりうる）、自動停止したり或いは故障することすらないように
設計され、且つそのような容量とすべきである。
【００１５】
電気アークによるステントワイヤの間接加熱の為に、活性電極にはスペーサーが備えられ
る。かかるスペーサーは、当該スペーサーを適正に使用した場合に、活性電極がステント
ワイヤに直接接触せず、当該活性電極から最小限の間隔が設けられて、活性電極・ステン
トワイヤ間に十分な高電圧が印加されたときに、ステントワイヤを溶融点まで加熱するに
十分な高温の電気アークが形成されるように設計される。
【００１６】
電気アークによる間接加熱は、直接加熱と比べて以下の利点がある。発電器により生成・
供給される電気エネルギーの大部分が電気アークの熱に変換されるのに対し、直接加熱の
場合には、発電器から供給される電気エネルギーの大部分が、ステントと中性電極の間に
ある組織に与えられる熱になる。これは、活性電極・中性電極間を流れる電流の電気イン
ピーダンス分布に起因する。間接加熱の場合には、電気アークの電気インピーダンスが主
となる結果としてアークに熱が発生する。直接加熱の場合には、電気インピーダンスが主
となるので、ステントと中性電極の間つまり組織内に熱が発生する。
【００１７】
ステントワイヤを直接加熱する場合も、間接的に加熱する場合も、水分を含む組織と接触
するステントワイヤは通常水の沸点以上に加熱することができないことに留意しなければ
ならない。従って、水分を含む組織と接触しているステントワイヤを分割する為の本発明
の器械には、水分を含む組織から切り離すべきステントワイヤを隔離するデバイスが備え
られる。これは、ステントワイヤを直接加熱する器械とステントワイヤを間接加熱する器
械の両方に当てはまる。
【００１８】
ステントを短縮化及び/又は断片化する本発明の器械は、原則として、剛性又は可撓性の
シャフト又はカテーテルからなるか、或いは、短縮化又は断片化すべきステントにその先
端部が到達するように、消化管、気管気管支系、その他の中腔臓器又はそれに対応する領
域内に直接或いは剛性又は可撓性内視鏡の器械用チャンネルを通して導入することができ
るシャフト又はカテーテルを備える。
【００１９】
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 一実施の態様において、少なくとも電極器と保安器が、器械の先端部のエフェクタを構
成する。必要に応じて、本発明の器械の基端部にハンドルを設けることにより、各器械の
操作性を向上させることができる。
【００２０】
シャフト又はカテーテルは、それぞれ内腔部を有する管状とし、本発明の器械の電極部及
び/又は中腔臓器に流体、特に気体及び/又は洗浄液等の液体を送り込む供給装置として構
成するのが好適である。一実施の態様において、少なくとも電極器が供給装置つまり内腔
部を備える。冷却液を送り込むと、例えば活性電極又は器械の先端部全体ひいてはエフェ
クタ全体が、特に電気アークにより過熱されるのを防止することができる。供給装置は電
極に対して好適に設けられており、特にそれを取り囲むように設けられているので、器械
の動作中に、少なくともその先端部を効果的に冷却することができる。この為、シャフト
やカテーテル内への活性電極の固定は、冷却剤が流れるように、特に活性電極の周りを流
れることができるように構成される。例えば、活性電極の一部を螺旋状にして、シャフト
やカテーテル内にその形状に順応するように保持できるようにする。冷却剤としては、エ
アや不活性ガス等の気体を使用することができ、この気体は、器械の基端部からシャフト
やカテーテルを通して供給することができる。
【００２１】
本発明の器械を、例えばプラスチックで被覆されたステント等の可燃性物質の近くで使用
する場合、供給装置を介してアルゴンガス等の不活性ガスを特に電気アークの領域に導入
するのが適切である。不活性ガスの導入は、冷却剤の導入と同様にして行われる。これに
より、中腔臓器内に存在する望ましくない気体もアーク作用領域から遠ざけることができ
る。従って、状況によっては、特に可燃性物質がアーク領域に存在する場合等には、ワイ
ヤを保護雰囲気中で加熱する為に、大気中よりも保護雰囲気中（保護ガス又は不活性ガス
を使用する）において電気アークを生成するのが有利であろう。
【００２２】
前述したように、HF電流を生成するHF発電器を設け、電流路がHF発電器から電流供給器を
介して電極に通じる一方で、中性電極と帰電器を介してHF発電器に戻るようにするのが有
利である。
【００２３】
活性電極・発電器間の通電は、例えばシャフトやカテーテル内で行われる。器械基端部・
発電器間を接続するリード線は、固定的に接続されるか、或いは、器械の基端部の電気継
手を介して取り外し可能に接続される。電流供給器も、固定的又は取り外し可能に取り付
けられ、或いは場合によりハンドルに取り付けられるように構成することができる。
【００２４】
発電器は、本発明の器械を適正に使用する際に、必要とされる電流又は電圧を供給するよ
うに構成しなければならない。負荷インピーダンスが低すぎると自動停止する発電器を使
用する際は、十分な容量の一連の外部インピーダンスや整合変成器が有用であろう。
【００２５】
一実施の態様において、活性電極は、例えばタングステン等の耐高熱材料で構成され且つ
/又は適正使用時に溶融しないように、例えば分離すべきワイヤよりも大きなサイズとす
る。
【００２６】
器械の先端部又はエフェクタには、患者の組織に当接し或いは取り囲まれているステント
やステントワイヤを患者の組織から隔てる働きをする保安器が設けられる。この為に、保
安器は電気絶縁性にするとともに、耐熱性と耐アーク性を有する材料で形成するのが有利
である。これにより、選択されたステントワイヤを簡単に組織から隔離して、ステントワ
イヤが水分を含む組織により冷却されるのを防ぐ目的を果たすことができる。
【００２７】
エフェクタは、電極を保持する為に、例えばセラミック材料等の電気絶縁材料からなるス
リーブ又はホルダーを備えるのが好適である。一実施の態様において、保安器は堅固に、
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特に一体的にホルダーに連結することができる。既に詳しく説明したように、電極は螺旋
領域を有することができる。こうすると、電極は螺旋部によりホルダーの形状に順応する
ことができるようになり、実質的に確実に固定される。従ってエフェクタは、非常に安定
し且つ使い易い構造となる。
【００２８】
当然ながら、もしも流体をエフェクタに供給する必要や可能性が無いのであれば、本発明
の器械を内腔部を全く含まない構造とすることもできる。しかしながら、エフェクタがホ
ルダーを有し、その結果内腔部を有する構成とするのが有利である。というのは、このよ
うな構成とすることで、活性電極がホルダー内に配設されて組織との不要な接触を避ける
ことができるからである。
【００２９】
一実施の態様において、保安器は、ワイヤを少なくとも保安器内へ取り上げ且つ/又はワ
イヤを組織から分離又は隔離するデバイスを有する。このデバイスは、当該デバイスを組
織と、これに当接しているステントワイヤの間に押し込んだり或いは引き入れたりして、
各ステントワイヤが保安器内に収容されることでその組織から持ち上げられて加熱処理で
きる位置に置かれるまで十分に挿入できるように、へら状、指状或いはスプーン状等に形
成するのが好適である。当然ながら、これらのへら状、指状或いはそれに類した形状のデ
バイスは、その形状と寸法を、既存の各種ステント及び将来のモデルに適合させることが
可能である。この種のデバイスは、特に器械の軸方向に操作される。こうして、器械全体
を軸方向に動かすことができる。或いは器械が、保安器及び/又は前記のデバイスのみを
操作できるように構成される。エフェクタも、それ自体が移動できる構成とすることもで
きる。
【００３０】
別の実施の態様に係るステントワイヤを取り上げ且つ/又は分離し且つ/又は隔離するデバ
イスは、螺子状、螺旋状又はコルクスクリュー状に設計される。これにより、デバイスが
ステントワイヤと組織の間で回転つまり、その間にねじ込まれることで、ステントワイヤ
を組織から持ち上げることができる。
【００３１】
このデバイスは、各ステントのワイヤ形状に応じて、その形状や寸法や操作方法を最適化
することができる。最も重要な点は、ワイヤを直接又は間接加熱する際に、ステントワイ
ヤを分割する前に、このデバイスが水分を含む組織から当該ステントワイヤを隔離するの
に適するということである。
【００３２】
このデバイスは、それを用いて複数のワイヤを取り上げ且つ/又は組織から分離し且つ/又
は隔離することができるように構成するのが好適である。これにより、比較的大きなステ
ント断片でも、分離して溶融切断することができる。
【００３３】
本発明の器械において、電極から一定の距離を隔ててワイヤを保持できるように、保安器
を構成し且つ電極に対して配設することができる。これにより、ワイヤを溶融させる為の
アークを形成することが可能となる。保安器は、電極又は電極の先端部と取り上げたワイ
ヤとの間に所望の距離を確保できるように構成される。
【００３４】
一実施の態様において、保安器又はエフェクタは1以上のガイドを有し、このガイドは、
器械を組織及び/又はステントに押し当てたとき及び/又はデバイス及び/又は器械を押し
込むか或いは回転させたときに、ワイヤがガイド内に滑り込んで固定されるように構成さ
れる。これにより、活性電極に対してワイヤを簡単且つ確実に配置することができる。ガ
イドが1以上のノッチとして構成される場合、ワイヤは簡単にこのノッチに収容できる。
ガイド、特にノッチは、活性電極による処理を安全に行う為のエンド位置にワイヤを配置
することができる1つの領域を有するのが有利である。
【００３５】
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本発明のと、電極の先端部をワイヤに接触させることでワイヤに直接導通できるように、
電極の先端部に対するガイドの方向及び寸法を定めることができる。電極とその螺旋状ホ
ルダーは、オペレータが器械を極めて正確に操作しなくても電極を確実に接触させられる
ように弾性構造とするのが好適である。
【００３６】
電極端部に対するガイドの配置及び/又は寸法を、ワイヤ特にガイドのエンド位置に置か
れたワイヤと電極先端部との間に所定の距離が維持できるように定めることも可能である
。分割すべきステントワイヤと活性電極の間に、電気アークの形成に必要な距離を確保す
る為に、エフェクタはその距離に応じたスペーサーを備える。このスペーサーも、絶縁性
と耐熱性と耐アーク性を有する材料で形成される。従って、ガイドは原則的に、取り込ま
れたワイヤを電極から所定の距離を隔てて保持できるように構成される。保安器もまたガ
イドと共に、当該ガイド内に配置されたワイヤが、分割箇所における水分を含む組織と接
触するのを確実に回避する。
【００３７】
本発明の器械は、エフェクタの少なくとも部分領域がその位置決めの為に制御下で移動で
きるように、少なくとも移動器を有する構成とするのが好適である。これに関して、内視
鏡を出た管の先端部を器械の出口方向つまり軸方向に対して傾斜又は屈曲させることもで
きる器械が国際公開第 97/11647号パンフレットに記載されている。本発明の器械におい
て、エフェクタが例えばシャフトやカテーテルの他の部分に対して移動することも可能で
あれば、活性電極の位置決めが簡単になり、ステントワイヤ又は複数のワイヤの取り込み
が、より容易になる。エフェクタ、つまり器械先端部の少なくとも部分領域の可動性を確
実にする為に、移動器は弾性変形可能なデバイスを有する。このデバイスは例えば可撓性
蛇腹（伸縮性蛇腹）として設けられ、例えば保安器が対象ワイヤを容易に導く為に移動で
きるように構成される。
【００３８】
ユーザーは、好ましくはマニピュレータを用いて、少なくともエフェクタの部分領域を移
動させることができる。好適な実施の態様において、このマニピュレータは例えば、ケー
ブル要素又はロッド要素として構成される。従って、マニピュレータを駆動するとエフェ
クタを動かせるように、マニピュレータをエフェクタに連結する。器械が内視鏡の器械用
チャンネルを介して案内される場合、マニピュレータを別の器械用チャンネルを介して案
内することができる。ユーザーは、マニピュレータを駆動することにより、器械の軸方向
に対して該当するエフェクタ領域を方向づける、つまり屈曲又は傾斜させ、更に場合によ
り、直進方向に戻す。
【００３９】
本発明の器械の保安器は、ワイヤ、ステント断片又はステントを固く保持する為の保持器
を備えるのが好適である。つまり例えば、一旦ワイヤが取り込まれるか取り上げられると
、保安器又はワイヤを取り上げ且つ/或いは組織からワイヤを分離及び/又は隔離するデバ
イスからのワイヤの脱落を防ぐデバイスが設けられる。この為に保安器は、ワイヤを確実
に保安器内に保持する保持器として1以上の顎部を備えることができる。この顎部を用い
て、ワイヤを"捉え"、組織から引き出すことができる。
【００４０】
保持器は、（器械やデバイスの操作が正確でなくても）ワイヤ、ステント断片又はステン
トを確実に取り込む為に保安器に等間隔に配設された複数の顎部を有するのが好適である
。例えばエフェクタの断面が円形の場合、顎部を径方向に対称に配設するのが好適である
。
【００４１】
本発明によると、保持器は、ワイヤを取り上げ且つ/或いは組織からワイヤを分離及び/又
は隔離するデバイスに配設することができる。保持器は保安器又はこのデバイスを支持す
る。
【００４２】
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ワイヤ、ステント断片又はステントを移動させる為に、保持器自体を移動可能とするのが
有利である。そうすると、例えば顎部も保安器に対して移動可能となり、ガイドの方向に
向けることができる。これにより、ワイヤやステント断片の配置、更には、ステントの配
置までもが簡単になる。
【００４３】
ワイヤ、ステント断片又はステントが保持器により固く保持されると、それを制御下に施
術領域から取り出す、つまり中腔臓器から抜去することができる。
【００４４】
移動器と保持器は、これらが好適にエフェクタを構成するように、器械に配設される。
【００４５】
ワイヤを取り上げ且つ/或いは組織からワイヤを分離及び/又は隔離するデバイスは、器械
に配設されたガイド内をシャフト又はカテーテルに対して移動できるように構成するのが
好適である。この場合、このデバイスはホルダー又はスリーブに一体的に連結するのでは
なく、それに対して例えばその側方に移動できるように構成するのが好適である。この場
合、ガイドを例えば保持器に設けて、デバイスを収容すればよい。そうすると、ワイヤを
取り上げ且つ/或いは組織からワイヤを分離及び/又は隔離するデバイスを、例えば前記の
マニピュレータを介して動かし、取り込まれた1以上のワイヤを活性電極に接触させるこ
とができる。別の被ガイドを例えばフック要素として構成すれば、それを器械の軸方向に
沿って前後に好適に移動させて1以上のステントワイヤを取り込むことができる。
【００４６】
本発明の器械を使用すると、中腔臓器内においてステントを断片化するつまり、切り取る
ことができ、そしてその断片を中腔臓器から抜去することができる。特に本器械が前記保
持器を有する構成の場合には、中腔臓器からステント全体を抜去することも可能である。
【００４７】
方法の観点から本発明の目的は、導電性材料からなり、消化管、気管気管支系又はその他
の中腔臓器内に留置されたステントを、以下を備える器械を用いて内視鏡下制御により短
縮化及び/又は断片化する方法により達成される。前記器械は、電極を有する電極器と、
電極器と機械的に連結された保安器とを備え、前記方法は、
　a) 前記器械を中腔臓器内のステントの所まで導入する工程と、
　b)　HF電流を電極を介してワイヤ内に導通できるようにし且つ/又は電極と1以上のワイ
ヤの間に電気アークが形成できるようにする為に、1以上のワイヤと消化管、気管気管支
系又はその他の中腔臓器の組織の間に保安器を押し込むか或いはねじ込み、当該保安器を
用いて1以上のワイヤを少なくとも電極近辺に配置することにより、ワイヤを組織から分
離及び/又は隔離する工程と、
　c) HF電流を電極を介して1以上のワイヤに導通し且つ/又は電気アークを電極と1以上の
ワイヤの間に形成し、ワイヤを加熱溶融することにより分割する工程と、
　d) 工程b)及びc)を繰り返してステントを短縮化及び/又は断片化する工程とを含むこと
を特徴とする。
【００４８】
この方法により本発明の器械を用いて、1以上のステントワイヤを溶融して、ステントか
ら分離することができる。中腔臓器内に留置されたステントの複数のワイヤを溶融切断す
ることによりステントを短縮化又は断片化したり或いはステント全体を抜去するには、そ
れに応じて工程b)及び工程c)を繰り返す必要がある。
【００４９】
別の実施の態様においても、ステント断片又はステントが消化管、気管気管支系又はその
他の中腔臓器から抜去される。この実施の態様は、人体からステントを完全に抜去すると
いう問題を解決する。本発明の器械を用いてステントから外されたステント断片がそのま
ま施術部位から抜去されるなら、一旦ステントから分離した断片は、例えば鋏子等の器具
を用いて当該部位から抜去されるまで中腔臓器内に留まらずにすむ。本器械は、断片の完
全抜去を行えるように構成される。
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【００５０】
前述したように、電極とワイヤを直接接触させることにより或いは電気アークを介して、
HF電流を処理対象のワイヤ内に導入することができる。通常はアークを形成する方が好ま
しい。というのは、それぞれのワイヤがアークの熱により間接的に加熱されて最終的に溶
融するからである。電気アークの形成には、比較的低い電流を要する。更に、電気エネル
ギーから熱への変換が集中的に行われる。つまり、アークの熱を必要な箇所に集中的に使
用することができる。
【００５１】
本発明の器械は剛性又は可撓性のシャフト又はカテーテルとして構成されるか或いは、一
実施の態様においてはシャフト又はカテーテルを備えるので、器械は直接ステントまで案
内されるか、或いは剛性又は可撓性の内視鏡の器械用チャンネルを通してステントまで案
内され、その結果器械の先端部が短縮化及び/又は断片化すべきステントに到達する。
【００５２】
電極器と保安器を設けることにより、エフェクタは原則として器械の先端部に形成される
か、或いは先端部をなすのが好適である。このエフェクタにより、処理対象のワイヤに所
望の結果がもたらされる。
【００５３】
一実施の態様において、器械を操作する為のハンドルを基端部に備える器械を使用する。
これにより、器械の操作が簡単になる。
【００５４】
別の実施の態様において、供給装置として構成されるシャフト又はカテーテルの内腔部を
介して、電極及び/又は中腔臓器に流体、特に気体及び/又は洗浄液等の液体が送り込まれ
る。流体の供給は多くの役割を果たす。例えば、活性電極やエフェクタ全体がアーク形成
により過熱した場合には、これらを冷却液により冷却することができる。更に、アルゴン
ガス等の保護ガスを導入しながら保護雰囲気中でワイヤを加熱することができるので、中
腔臓器内に存在する可燃性ガスがアークの作用領域から遠ざけられる。電極器自体が供給
装置をなす器械はこのようにして使用される。
【００５５】
別の実施の態様においては、HF発電器を使ってHF電流が生成される。この発電器では、電
流路がHF発電器から電流供給器を介して電極に通じる一方で、中性電極と帰電器を介して
HF発電器に戻るのが好適である。高周波電流の使用により、患者の高度な安全が図られる
。
【００５６】
別の実施の態様において、電流供給器がシャフト又はカテーテル及び/又はハンドルに固
定的又は取り外し可能に連結されるか、或いは連結することができる器械が使用される。
これにより、器械の操作が容易になる。
【００５７】
特にタングステン等の耐高熱材料が電極材料として好適に使用されるので、器械を適正に
使用するときに電極の溶融が防止される。更に、電極破壊を防止する為に、適切な容量の
電極を使用するのが得策である。
【００５８】
一実施の態様において、器械又はエフェクタの先端部に保安器が適切に形成された器械が
使用される。ここでは、絶縁性及び/又は耐熱性及び耐アーク性を有する材料からなる保
安器が使用される。これにより、器械の使用が容易になると共に有効な操作が可能となる
。従って保安器は磨耗から保護され、周辺組織への熱伝導は起こらない。
【００５９】
エフェクタが電極を保持する為のスリーブ又はホルダーを備える器械を使用するのが好適
である。一実施の態様において、ホルダーは例えばセラミック材料等の非導電性材料から
なる。これにより、エフェクタは耐磨耗性となり、周辺組織への熱伝導が防止される。ホ
ルダーに連結された、特に一体的に連結された保安器を使用する際、保安器は器械を移動
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することで簡単に操作される。エフェクタは非常に堅牢で操作し易い構成なので、各工程
を非常に容易に行うことができる。
【００６０】
保安器が、ワイヤを保安器内に取り上げ且つ/又は中腔臓器の組織から各ワイヤを分離又
は隔離するデバイスを有する場合には、このデバイスを用いて好適且つ簡単にワイヤを取
り込み、つまり保安器内へと取り上げ、それによりワイヤを持ち上げる、つまり組織から
分離又は隔離する。これにより、活性電極に対して適正な位置にワイヤを安全且つ簡単に
配置し、確実に加熱・分割することができる。このデバイスを押したり引いたりして器械
の軸方向に略直進させてワイヤの下、つまりワイヤと組織の間に挿入するので、ワイヤは
適正に配置される。
【００６１】
保安器のこのデバイスが螺子状又はコルクスクリュー状に形成される場合には、主にねじ
ったり回転させたりして、ワイヤ又はステント断片の下にデバイスをねじ込む。ここで重
要なのは、直接又は間接加熱する間、このデバイスが分割すべきステントワイヤを組織か
ら隔離するのに適するということである。
【００６２】
このデバイスにより、複数のステントワイヤを一度に取り上げ且つ/又は組織から分離及
び/又は隔離して、比較的大きなステント断片をステントから分割ができるようにするの
が好適である。
【００６３】
アークの形成には、活性電極、特にその先端部と加熱すべきワイヤとの間に特定の距離を
設けることが必須である。この為には、保安器が、取り込まれた1又は複数のワイヤを所
望の距離を隔てて保持することができるように構成された器械を使用するのが好適である
。一実施の態様に係る方法において、ワイヤが1以上のガイド、特に1以上のノッチ内に滑
り込んで固定されるように、器械を押し付け（例えば、ステント及び/又は組織に）且つ/
又は器械及び/又はワイヤを取り上げ且つ/又は分離及び/又は隔離するデバイスを押した
り引いたりし且つ/又は回転させる。既に詳細に述べたように、このデバイスを駆動する
為に、原則として器械全体を適当に移動させるか、或いはこのデバイス及び/又は保安器
を適宜に操作することができる。
【００６４】
別の実施の態様において、取り上げられ且つ/又は組織から分離及び/又は隔離されたワイ
ヤが、ガイドにより電極から所定の距離を隔てて保持される器械が使用される。ただし、
ガイドに導入されたワイヤを電極に接触させることができるように構成されたガイドを備
えた器械を使用することも可能である。
【００６５】
更に別の実施の態様において、器械に形成された移動器により、少なくともエフェクタの
部分領域が制御下に動かされる。エフェクタの移動とは、方向づける、つまり器械の軸方
向に対して当該エフェクタ領域を屈曲又は傾斜させることであり、また場合により直進方
向に戻すことである。この為に、移動器は弾性変形可能なデバイス、好ましくは蛇腹部を
有し、エフェクタ（又は少なくとも部分領域）が弾性変形可能なデバイスにより動かされ
る。即ち、弾性変形可能なデバイスを介してのみ、エフェクタを動かすことができる。ユ
ーザーがエフェクタ又は少なくともその部分領域を動かすには、移動器を備えるマニピュ
レータを好適に駆動する。マニピュレータはケーブル要素又はロッド要素として構成する
のが好適である。一実施の態様において、マニピュレータを駆動することにより弾性変形
可能なデバイスを介して、エフェクタが動かされる。エフェクタの可動性により、本発明
の方法の実施が容易になる。というのは、保安器とケーブルを活性電極に対して簡単且つ
確実に配置することができるからである。更に、操作可能なエフェクタを用いると、内視
鏡や器械全体を動かさなくても、中腔臓器内又は施術部位におけるエフェクタだけを動か
し適宜に方向づけるだけで事足りる。
【００６６】
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別の実施の態様において、保安器に形成された保持器により、ワイヤ、ステント断片又は
ステントが固く保持される。ワイヤ、ステント断片又はステントを固く保持できることに
より、ステントの短縮化及び/又は断片化を確実且つ簡単に行うことができる。というの
は、一旦取り込まれたステントの一部の脱落が防止されるからである。ワイヤ、ステント
断片又はステントは、保持器としての少なくとも1つの顎部又は複数の顎部により固く保
持するのが好適である。一実施の態様において、複数の顎部は、ワイヤ、ステント断片又
はステントを確実に取り込む為に保安器に等間隔に設けられる。複数の顎部を使用すると
、器械及び/又は保安器を意図通りに動かさなくても、ワイヤをより簡単に「捉える」こ
とができる。別の実施の態様において、保持器がワイヤを取り上げ且つ/又は分離及び/又
は隔離するデバイスに形成された器械が使用される。一旦ワイヤ又は断片が取り込まれる
と、保持器を用いてそれを中腔臓器から抜去することができる。というのは、前記保持器
がワイヤを固く保持するからである（ステント全体についても同様である）。従って保持
器は、溶融切断されたワイヤひいてはステントの回収器としての役割を果たす。こうして
、中腔臓器から抜去する為の器具を追加せずに済ますことができる。
【００６７】
更に別の実施の態様において、ワイヤ、ステント断片又はステントを、少なくとも1つの
可動保持器により固く保持し、移動させる。例えば顎部を保安器に対して移動させると、
ワイヤ部分を捉えた状態でガイドの方向に引き込むことができる。
【００６８】
別の実施の態様において、ワイヤを取り上げ且つ/又は分離及び/又は隔離するデバイスが
、シャフト又はカテーテルに対して、例えば器械の軸方向に移動して器械に配設されたガ
イド内に収容する。この場合、このデバイスはホルダーに一体的に連結されていないので
、シャフト又はカテーテルに対してその側方に動かすことができる。別の実施の態様にお
いて、ワイヤを取り上げ且つ/又は分離及び/又は隔離するデバイスを、前記ホルダーに対
して移動させホルダー内に収容することができる。一実施の態様において、ワイヤを取り
上げ且つ/又は分離及び/又は隔離するデバイスを、マニピュレータを用いて動かすことが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６９】
本発明の実施の形態について添付図を参照しながら詳しく説明する。
【００７０】
図1は、ステント60の一例を示す。金属ステントは、特殊メタルワイヤを編み組んだり、
編んだりして、或いはその他の方法で作られた伸縮性チューブであり、種々の編み目サイ
ズを有する。この種のステントの目的は、狭窄腫瘍増が原因で病的に狭窄した、例えば食
道等の中腔臓器の内腔部を、径方向に作用する弾性力で拡張することである。ステント、
この場合は特に金属ステントがその機能を果たすのは、各臓器の機能に必須である内腔部
を自由な状態に維持している間に限られる。ステントがこの目的を果たさない場合、問題
となっている中腔臓器から当該ステントを抜去することが必要となるだろう。しかしなが
ら、ステントの抜去は非常な困難を伴う可能性がある。ステントが臓器壁面に余にも強固
に密着している場合や、組織がそのメッシュ内に侵襲している場合や、ステントが変形し
て丸ごと取り出せない場合には、かかるステントを、抜去できる位の小さな断片に分割す
る必要があるが、本発明の器械をこの用途に充てることができる。この器械を使って、ス
テントワイヤを、計画された各分割線に沿って加熱して溶融させる。
【００７１】
図２は、本発明の一実施の形態に係る器械10の縦断面図である。本発明の重要部分はエフ
ェクタ20であり、剛性或いは可撓性のシャフト又はカテーテル13の先端部11に設けられる
。エフェクタ20は、先端部23を有する電極21を備え、電極は螺旋部22によりエフェクタ20
の内腔部14内に固定される。電極21は電源リード43を介してHF発電器42に接続されている
が、以後、中性電極50と明確に区別する為に活性電極21と称することとする。この中性電
極50を介して、発電器42が患者の組織と導通可能に接続される。
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【００７２】
エフェクタ20は、セラミック等の非導電性材料からなるスリーブ24を備える。
【００７３】
スリーブ24又はエフェクタ20の先端部には、ステント60又はステント60のワイヤ61をその
下又はその周囲にある患者組織から分離する為の保安器25が設けられる。保安器25はガイ
ド26を有する。図2に示す実施の形態では、ガイドはノッチ状に形成され、器械10を前方
に押すとステントワイヤ61がノッチ、つまりガイド26に滑り込み、その底部に固定される
ようになっている。
【００７４】
図6に示す実施の形態では、ガイド26は、電極21の先端部23がワイヤに接触して電流をワ
イヤ内に導通することができるように、先端部23に対する方向と寸法が定められる。ここ
では、加療者が非常に正確に器械を扱わなくても確実に接触が得られるように、電極21を
、螺旋部22を備えるホルダーと共に弾性構造とするのが好ましい。
【００７５】
図2及び図3に示す実施の形態では、電極21の先端部23に対するガイド26の配置と寸法が、
ガイド26内のエンド位置62にあるワイヤ61と電極21の先端部23との間に所定の間隔dが設
けられるように定められる。即ち、前記本発明の概要に述べるようにステントワイヤを直
接加熱する場合、ガイド26のエンド位置62と活性電極21の先端部23との間隔dがゼロもし
くはマイナス値となる。つまりエンド位置に配置されたステントワイヤ61が活性電極21に
接触するか或いは押し付けられて導通可能となる。
【００７６】
前記本発明の概要に述べるようにステントワイヤを間接加熱する場合、ガイド26のエンド
位置62と活性電極21の先端部23との間隔dがゼロより大きくなり、十分な電圧がステント
ワイヤと活性電極の間に印加されると、エンド位置62にあるステントワイヤ61と活性電極
21の間に電気アークを形成することができる。
【００７７】
スリーブ24は、一方において、ガイド26のエンド位置62に配置されたワイヤ61のワイヤの
分割箇所における水分を含む組織との接触を確実に回避する保安器25となり、他方におい
て、電極21の為のスリーブ状ホルダーとなる。
【００７８】
加療者は通常基端方向からエフェクタ20を見る為に、エフェクタ20の先端部を直接見るこ
とはできず、そして組織に密着するステントワイヤをガイド26に取り込むことも困難なの
で、例えば図3や図4に示すような、ガイド26つまりスリーブ24の先端部にある保安器25内
にこれらのステントワイヤを取り上げるデバイス27, 28を別途設けるのが適切である。
【００７９】
ステントワイヤをガイド26内に取り上げるデバイスの一例を図3に示す。このデバイス27
は、それを組織に当接しているステントワイヤとその組織の間に押し込んで、各ステント
ワイヤ61がガイド26内のエンド位置62に到達するまで挿入できるように、へら状、指状或
いはそれに類した形状である。当然ながら、これらのへら状、指状或いはそれに類した形
状のデバイスは、その形状と寸法を、既存の各種ステント及び将来のモデルに適合させる
ことが可能である。図3のデバイスは、特に器械の軸方向に操作される。
【００８０】
ステントワイヤをガイド26内へ取り上げるデバイスの別の実施の形態を図4に示す。この
デバイス28は、螺旋状又はコルクスクリュー状に形成される。このように、器械を（場合
によりデバイスのみを）回転させることにより、ステントワイヤ61をガイド26に取り込み
、エンド位置62に配置することができる。
【００８１】
活性電極21とエフェクタ20全体が、特に電気アークにより過熱されるのを防止する為に、
シャフト又はカテーテル13は、適当な冷却ガス又は冷却液を基端部から先端部に導入する
ことができるチューブ又はパイプとすることができる。この為、エフェクタ20のスリーブ
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24内への活性電極21の固定は、冷却剤が特に活性電極21を効果的に冷却することができる
よう設計される。例えば成形ばめ螺旋部22により、電極21をホルダー24内に固定する。
【００８２】
これらの器械をプラスチックで被覆されたステント等のような可燃性物質の近辺で使用す
る場合、アルゴン等の不活性ガスを特に電気アークの領域に導入するのが好適である。こ
れは、冷却剤の導入と同様にして行うことができる。
【００８３】
図5は、本発明の別の実施の形態に係る器械の先端部にあるエフェクタの断面図である。
この実施の形態は本質的に図3に示すものと対応する。へら状デバイス27は更に、1又は複
数のステントワイヤ61を保持し、場合によりステント60全体をも保持する保持器32を有す
る。これにより、一旦取り込まれたワイヤの脱落を防止すると共に、この保持器が、溶融
したワイヤ61を器械10と共に中腔臓器から取り出せるようになる。図5は、顎状に形成さ
れた保持器32を表す。この顎部32はへら状デバイス27に配設され、ワイヤ61の位置決めを
容易にする。
【００８４】
図示は省略するが、ワイヤ61、ステント断片又はステントを確実に保持し、また場合によ
り抜去する為に、保安器25が複数の顎部32を有することもできる。顎部を径方向に対称に
配置すると、器械の操作に関係なくワイヤ61を「捉える」ことができ、保安器25内、特に
ガイド26内に取り込むことが可能となる。
【００８５】
保持器32は、ワイヤ61やステント断片やステントを移動させる為に当該保持器自体（図示
せず）を移動可能に構成するのが有利であろう。こうすると、一旦取り込まれたワイヤを
電極21の方へと移動させ、簡単な方法で例えばガイド26内に取り込むことができる。
【００８６】
この保持器を使えば、ステント断片やステント全体を中腔臓器から取り出すことができ、
従って患者から抜去することができる。
【００８７】
図6は、器械10の先端部11に設けられ、ステントワイヤを組織から隔離する別個の被ガイ
ド器27'と、基端部12に設けられたハンドル40とを有する、本発明の器械10の一部を示す
。エフェクタ20は原則的に図2に示す構成である。但し、ガイド26は、その中に配置され
たワイヤ61が電極21又は電極21の先端部23に直接接触することで、ワイヤの直接加熱が可
能となるように設けられる。この実施の形態は、ワイヤを取り上げ且つ/又は分離及び/又
は隔離する別個の被ガイド器27'を有し、この被ガイド器27'がホルダー24又はスリーブに
配設されたガイド器33内に設けられ、このガイド器33に対して器械10の軸方向Eに相対移
動できる点においても前記の実施の形態と異なる。この実施の形態では、ワイヤを取り上
げ且つ/又は分離及び/又は隔離するデバイス27'は、フック要素として構成され、例えば
マニピュレータを介して（原則としてフック要素の延長部）動かすことができる。つまり
、このデバイス27'は独立移動可能であるので、器械10を有意に動かさなくてもワイヤ61
を保安器25内に取り込むことができる。ガイド器33は、ホルダー24と一体化することもで
きるし、別体としてホルダーに取り付けることもできる。
【００８８】
器械10の基端部12には、ハンドル40が設けられ、器械10の扱いを容易にする。更に、ハン
ドル40には電源接続要素41が形成されて、電源リード43、即ち電流供給器をハンドル40に
接続することができ、従ってシャフト又はカテーテル13に接続することができる。
【００８９】
図7は、エフェクタ20を移動させる移動器29を備える器械10が内視鏡70内に案内される状
態を示す、本発明の器械の先端部11にあるエフェクタ20の断面図である。この器械10は、
このように複数のチャンネル71,72を有する内視鏡70を介して中腔臓器まで案内される。
内視鏡70や器械10全体を動かさなくても、移動器29を用いて、エフェクタ20の少なくとも
1つの部分領域を制御下に移動させることができる。この場合のエフェクタの移動とは、
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方向づける、つまり器械の軸方向Eに対してエフェクタの当該領域を屈曲又は傾斜させる
ことであり、また場合によりエフェクタを直進方向に戻すことである。この為に、エフェ
クタ20は、蛇腹等の弾性変形可能なデバイス30を有する構成となる。このデバイスは、十
分な剛性を確保するとともに、エフェクタ20が方向転換すべき所で直進方向から逸れて曲
がれるようにする。ユーザーが少なくともエフェクタ20の先端部を所望の方向に向けられ
るように、エフェクタ20はマニピュレータ31に連結される。この場合、マニピュレータは
ロッド要素であり、当該ロッド要素はエフェクタ20に連結され、内視鏡70の別のチャンネ
ル72を介して駆動できる。ユーザーは矢印の方向にマニピュレータ31を駆動することによ
り、エフェクタ20又は少なくともデバイス27',28等のエフェクタの部分領域を、器械の軸
方向Eに対して所望の方向に向けることができる。この器械は勿論、内視鏡の補助なしで
も使用できる構成にすることもできる。
【００９０】
ロッド要素の代わりにケーブル要素を使うことも可能である。但し、エフェクタ20は一方
向にしか傾けることができず、直進方向等の最初の向きに戻すことは更に困難である。ケ
ーブル要素は、内視鏡の別のチャンネル内に通すこともでき、器械そのものが配設される
チャンネル内に配置することもできる。
【００９１】
本発明の器械は、中腔臓器内に送り込まれてステントに到達し、それから保安器をワイヤ
と組織の間に押し込んだりねじ込んだりすることにより、1以上のワイヤ又はステント断
片を、消化管、気管気管支系又はその他の中腔臓器の組織から分離及び/又は隔離する。
保安器がワイヤを取り上げ且つ/又は分離及び/又は隔離するデバイスを有する場合、器械
又はエフェクタだけでも適切に操作されれば、ワイヤを確実且つ効率的に引っ掛けて保安
器内、特にガイド内に取り上げることができる。こうしてワイヤを保安器内及びエフェク
タ内に置くことができるので、電極を使ってワイヤを溶融し、ステントから分割すること
ができる。保持/移動器を用いると、ワイヤを容易に配置できる。つまり、取り込まれた
ワイヤが保持器により確実に固定され、場合により、中腔臓器そして人体から完全に抜去
されるとともに、移動器を用いてエフェクタの操作が行われ、場合により内視鏡を移動さ
せたり或いは器械全体を移動させたりしなくても、目的のワイヤの取込みを達成すること
ができる。
【００９２】
最後に注意すべき点は、この器械は単極装置であり、これを使用する際は当然、中性電極
を患者に取り付ける必要があり、更に、発電器、特に電気外科装置用発電器が必要であり
、また言うまでもなく、活性電極と中性電極を発電器に接続する為のケーブルと接続プラ
グそして発電器を起動する為のスイッチも必要である。これらの要素は当業者には既知で
あるので、その説明は省略する。但し、本発明の器械の駆動に使用される発電器は、ステ
ントワイヤの直接加熱に必要な電流及びステントワイヤの間接加熱に必要な電圧を提供し
なければならない。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】ステントの一例を示す図である。
【図２】本発明の器械の先端部にあるエフェクタの断面図である。
【図３】水分を含む組織からステントワイヤを隔離するへら状デバイスを備えた、本発明
の器械の先端部にあるエフェクタの断面図である。
【図４】水分を含む組織からステントワイヤを隔離するコルクスクリュー状デバイスを備
えた、本発明の器械の先端部にあるエフェクタの断面図である。
【図５】水分を含む組織からステントワイヤを隔離するへら状デバイスとステントワイヤ
を保持する保持器を備えた、本発明の器械の先端部にあるエフェクタの断面図である。
【図６】器械の先端部に設けられ、組織からステントワイヤを隔離する特殊構成のデバイ
スと、基端部に設けられたハンドルとを備えた、本発明の器械の一部を示す図である。
【図７】エフェクタを移動させる移動器を備える器械が内視鏡内に案内される状態を示す
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、本発明の器械の先端部にあるエフェクタの断面図である。
【符号の説明】
【００９４】
10　器械
11　器械先端部
12　器械基端部
14　内腔部
20　エフェクタ
21　活性電極
22　螺旋部
23　電極先端部
24　スリーブ状ホルダー
25　保安器
26　ガイド
27　デバイス
27'　デバイス
28　デバイス
29　移動器
30　弾性変形可能なデバイス
31　マニピュレータ
32　保持器
33　ガイド器
40　ハンドル
41　電源接続要素
42　HF発電器
43　電源リード、電流供給器
50　中性電極
60　ステント
61　ステントワイヤ
62　エンド位置
70　内視鏡
71　第1器械用チャンネル
72　第2器械用チャンネル
d　間隔 
E　器械の軸方向
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【国際調査報告】
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